
障害福祉サービス事業所における建築基準法の適用について 

名古屋市障害者支援課 

○ 建築基準法上の位置づけ 

建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を目的として、建築物の敷地、構造、設

備及び用途に関する最低の基準を定めている法律です。 

障害福祉サービス事業を行う建築物については、その多くが建築基準法上では避難要支

援者が利用する用途の建築物である「児童福祉施設等」と位置付けて、規制を強化していま

す。 

また、グループホームについては、その多くが「寄宿舎」という用途に該当し、児童福祉

施設等と同様に通常より多くの規制があります。 

 

○ 建築基準法による建築確認申請の手続きについて 

事業所を新築される場合は建築確認申請が必要ですが、既存の建物などを利用する場合

においても、変更部分の床面積の合計が２００㎡を超える場合は用途変更の申請が必要に

なります。 

また、床面積の合計が２００㎡以下の変更で、申請が不要な場合であっても、建築基準法

やその関係規定は遵守する必要があります。 

※ 建築基準法の改正により、令和元年６月２５日から、用途変更が必要な床面積が 100㎡を超える場合から 200㎡を

超える場合に緩和されました。 

 

○ 既存の建物を利用する場合で用途変更の申請が不要な場合 

上記の規制緩和に伴い、今後、確認申請が不要な建物を利用する事業者が増加すると見込

まれます。 

確認申請の要不要に関らず、適法性の確保が必要であり、適法性のチェックには専門知

識が必要です。 

よって、専門家である建築士に建物の適法性の確認を依頼するよう所管部局からの要請

を踏まえ、建築基準法上の適合状況を書面（適合状況報告書(市様式例 6)）でご提出いただ

くこととしましたのでご理解ください。 

（建築基準法に適合しない建物については指定を受けることはできませんので、建物の譲

渡・貸借の契約を締結する前に確認するようお勧めします。） 

お知り合いの建築士が身近にいない場合などには、愛知県建築士事務所協会名古屋支部に

てお問い合わせいただけます。（https://www.ajknagoya.com/contact/） 

 【建築士が作成する「適合状況報告書」に関する問合せ先】 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課事業者指定担当(電話:052-972-3965) 
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